
　
友
だ
ち
っ
て
ス
テ
キ
だ
ね
。

だ
っ
て
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
く
れ
る
か
ら
。

　
友
だ
ち
っ
て
ス
テ
キ
だ
ね
。

だ
っ
て
助
け
て
く
れ
る
か
ら
。

　
友
だ
ち
っ
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テ
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だ
ね
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だ
っ
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い
ろ
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話
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聞
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て
く
れ
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か
ら
。

　
友
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っ
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っ
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と
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く
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か
ら
。

　
友
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っ
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っ
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み
ん
な
そ
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ぞ
れ
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が
う
か
ら
。
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「
虐
待
」
と
聞
く
と
、「
ひ
ど
い
暴
力
行
為
」「
叩
く
、
蹴
る
、
殴
る
、
つ
ね

る
」
な
ど
の
「
身
体
的
虐
待
」
を
想
像
し
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
高
齢
の
親
の
お
金
を
勝
手
に
子
ど
も
が
通
帳
か
ら
引
き
出
し
、

パ
チ
ン
コ
や
酒
代
な
ど
私
欲
の
た
め
に
使
う
「
経
済
的
虐
待
」
や
、
親
が
病
院
の

受
診
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
連
れ
て
行
か
な
い
、
十
分
な
食
事

を
与
え
な
い
な
ど
の
「
介
護
放
棄
・
放
任
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）
」
も
高
齢
者
虐
待
に

該
当
し
ま
す
。

　
滋
賀
県
で
は
、
令
和
4
年
度
に
3
1
5
件
の
虐
待
事
案
が
認
定
さ
れ
、
3
1
6

人
が
虐
待
を
受
け
た
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
高
齢
者
虐
待
の
調
査
か
ら
、
虐

待
を
受
け
や
す
い
と
さ
れ
る
高
齢
者
の
特
徴
に
は
、
認
知
症
を
患
っ
て
い
る
こ

と
、
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）
で
あ
る
こ
と
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
多
い
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
虐
待
が
起
こ
る
要
因
の
多
く
は
、
高

齢
者
本
人
の
認
知
症
の
症
状
や
、
虐
待
者
側
の
介
護
疲
れ
や
介
護
ス
ト
レ
ス
が
影

響
し
て
い
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
虐
待
防
止
法
は
、
平
成
18
年
に
施
行
さ
れ
、
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
虐
待
の
種
類
に
は
身
体
的
、
心
理
的
、
放
棄
・
放
任
、
性
的
、
経
済
的
虐

待
が
あ
り
、
虐
待
を
発
見
し
た
場
合

は
速
や
か
に
市
町
村
の
相
談
窓
口
に

通
報
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
養
護
者
を
罰
す
る
の
で
は

な
く
、
養
護
者
の
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
の
相
談
や
助
言
が
行
わ
れ
ま

す
。
通
報
者
の
情
報
は
保
護
さ
れ
、

安
心
し
て
通
報
で
き
ま
す
。

　
虐
待
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
虐
待
の
原
因
に
な
る
介
護
ス
ト
レ
ス
等
を
取
り
除
く

こ
と
が
重
要
で
す
。
し
か
し
、
ど
れ
だ
け
予
防
に
努
め
て
い
て
も
虐
待
が
発
生
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
時

は
、
市
町
村
の
相
談
窓
口
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
通
報
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
通
報
を
受
け
た
市
町
村
の
職
員
は
本
人
の
安
否
確
認
と
事
実
確
認
を
行

い
、
虐
待
の
有
無
を
判
断
し
ま
す
。
虐
待
が
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
適
切
な
対
応

が
取
ら
れ
ま
す
。

　
介
護
や
虐
待
に
関
す
る
相
談
が
で
き
る
場
所
と
し
て
、
市
内
14
か
所
に
あ
る
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
通
称
「
あ
ん
し
ん
長
寿
相
談
所
」
）
が
あ
り
ま
す
。
高

齢
者
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
、
そ
の
人
ら
し
く
生
活
で
き
る
よ
う
、

日
頃
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心
配
事
か
ら
、
介

護
、
金
銭
的
な
問
題
、
虐
待
な
ど
様
々
な

相
談
を
社
会
福
祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、
保
健
師
等
の
専
門
職
が
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
地
域
の
高
齢
者

総
合
相
談
窓
口
で
す
。
窓
口
で
の
相
談
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
介
護
保
険
の
利
用
や

虐
待
の
対
応
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
な

ど
、
そ
の
人
に
と
っ
て
必
要
な
支
援
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
の
人
権
を
守
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
成
年
後
見
制
度
が
あ
り
ま
す
。

知
的
障
害
、
精
神
障
害
、
認
知
症
な
ど
精
神
上
の
障
害
に
よ
っ
て
、
一
人
で
物
事

を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
が
対
象
で
す
。
成
年
後
見
人
等
が
、
財
産
管
理

（
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
管
理
、
遺
産
分
割
協
議
な
ど
の
相
続
手
続
等
）
や
身

上
保
護
（
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
や
施
設
入
所
・
入
院
の
契
約
締

結
、
履
行
状
況
の
確
認
）
等
の
法
律
行
為
を
ご
本
人
と
一
緒
に
行
う
こ
と
で
、
詐

欺
の
被
害
や
生
活
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
高
齢
者
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
方
で
、
成
年
後
見
制
度
は
あ
く
ま
で
も
権
利
擁
護
の
手
段
の
一
つ
で
す
。
大

事
な
こ
と
は
、
誰
も
が
自
分
な
り
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
人
な
り
の
自

己
決
定
を
し
な
が
ら
、
生
活
を
送
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
認
知
症
や
障
害
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
大
人
も
子
ど
も
も
誰
も
が
持
っ
て

い
る
権
利
で
す
。

　
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
さ
が
お
」
は
、
地
域
や
家
庭
、
い
ろ
ん
な
場
所

で
、
お
互
い
に
支
え
合
い
、
助
け
合
い
な
が
ら
、
全
て
の
人
が
自
分
で
自
分
の
こ

と
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
を
送
れ
る
社
会
（
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社

会
）
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
日
々
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
均
寿
命
の
伸
び
や
少
子
化
を
背
景
に
、
高
齢
化
が
ま
す
ま
す
進

行
し
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
高
齢
者
介
護
の
現
場
で
の
暴
力
や
、
高

齢
者
を
狙
っ
た
詐
欺
、
老
々
介
護
と
い
っ
た
高
齢
者
に
関
わ
る
事

件
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
聞
き
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
地

域
社
会
や
家
族
関
係
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
容
す
る
中
、
こ
れ
か
ら

高
齢
者
と
接
し
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
が
高
齢
者
と
な
る
中
で
、
高

齢
者
に
関
わ
る
人
権
問
題
と
は
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気

を
つ
け
て
い
け
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。
今
号
で
は
「
特
定
非
営
利
活

動
法
人
あ
さ
が
お
」
さ
ん
に
『
高
齢
者
の
人
権
』
と
い
う
テ
ー
マ
で

ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

高
齢
者
の
人
権
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
〜
虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら
〜

高
齢
者
の
人
権
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
〜
虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら
〜

高
齢
者
虐
待
っ
て
ど
ん
な
も
の
？

高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
つ
い
て

通報者が
分からないように
なっているなら
安心だな
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叩
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。
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。
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で
、
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度
は
あ
く
ま
で
も
権
利
擁
護
の
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の
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で
す
。
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、
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も
が
自
分
な
り
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
人
な
り
の
自

己
決
定
を
し
な
が
ら
、
生
活
を
送
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
認
知
症
や
障
害
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
大
人
も
子
ど
も
も
誰
も
が
持
っ
て

い
る
権
利
で
す
。

　
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
さ
が
お
」
は
、
地
域
や
家
庭
、
い
ろ
ん
な
場
所

で
、
お
互
い
に
支
え
合
い
、
助
け
合
い
な
が
ら
、
全
て
の
人
が
自
分
で
自
分
の
こ

と
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
を
送
れ
る
社
会
（
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社

会
）
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
日
々
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
17
年
2
月
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て
大
津
市
で
設
立
し

ま
し
た
。
高
齢
者
・
障
害
者
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
地
域
で
の
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
を
目
指
し
、

成
年
後
見
活
動
・
権
利
擁
護
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る
権
利
や
財
産
権
を

護
る
活
動
（
法
人
で
の
成
年
後
見
活
動
等
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
さ
が
お

プロフィール

虐
待
を
見
つ
け
た
ら

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
紹
介

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て

３●輝きびと



　教職を辞して早や10
年。古稀も過ぎ、多忙な暮
らしからも解放された。退
職後に始めたことが三つ
ある。日記と料理と草花
の世話である。

　　余生とは言わせまいぞと草を刈る
　　　　　　　　　　土を耕す苗木を植える

　多くの蔵書も思い切って処分した。手元に残っ
たのは、植物図鑑と料理本、そして絵本。
　　書棚には「おおきなかぶ」と「てぶくろ」の
　　　　　　　　　　絵本仲よくそろいて並ぶ
※注釈 おおきなかぶ：ロシア民話　　てぶくろ：ウクライナ民話

　日記も欠かさず書いている。新聞もしっかり読
むようになった。気になる記事は切り抜いたりもす
る。最近特に気になるのは、子どもに関する記事
や国家間の紛争など、未来への不安を予感させる
内容の多さである。
　　侵略を支援する国煽る国
　　　　　　　　　　そのまた兵器で稼ぐ国あり
　　全国に子ども食堂広がりぬ
　　　　　　　　　　喜ぶべきか子らの歓声

　この世に「生」を受けるという奇跡、喜び。一方
で尽きることなき欲望が引き起こす醜き争いと殺
りく。人として輝き、「生」を全うする。これ以上の
願いなどあろうはずもない。
　　生まれてきて良しと思える世の中に
　　　　　　　　　　近づくことに専心すべし

　大津市、大津地方法務局では皆さんからの人権に関わる相談窓口を
設けています。
　暴行や虐待、差別、インターネットによる誹謗中傷、モラル・ハラ
スメントなどによる悩み事がありましたらご相談ください。

　大津市では、様々な人権課題について認識を深めることができるよ
うに、地域で人権・生涯学習の推進に取り組まれている大津市「人
権・生涯」学習推進協議会連合会のご協力の下、毎年、人権講座を開
催しています。受講料は無料です。皆様からのご参加をお待ちしてい
ます。（事前申込制です。詳しくは下記問合せ先まで。）

下記お申込先まで「参加される講座」、「氏名」、「ご住所」、
「ご連絡先」をお知らせください。

　

今
号
で
特
集
し
た
「
高
齢
者
の
人
権
」

は
、
親
族
を
介
護
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自

分
自
身
が
高
齢
者
に
な
っ
た
り
と
、
生
き
て
い
く
上
で
避

け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
す
。
今
は
身
近
で
な
く
て
も
、

ど
う
い
っ
た
こ
と
が
人
権
侵
害
に
あ
た
る
の
か
を
正
し
く

認
識
し
、
身
近
で
そ
れ
ら
に
遭
遇
し
た
と
き
、
発
見
し
た

と
き
に
適
切
な
対
応
が
で
き
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

些
細
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は

周
り
の
人
や
相
談
窓
口
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
と
が
き

演題 「犯罪被害者の人権～被害者支援の実際をデモンストレーションで考える～」
講師 おうみ犯罪被害者支援センター 支援局長 松村 裕美 氏
日時 ８月１日（木）14：00～15：30まで
場所 大津市役所別館１階大会議室

「みんなの人権110番」
電話番号 0570-003-110　 受付時間 平日８：30～17：15まで
「こどもの人権110番」
電話番号 0120-007-110　 受付時間 平日８：30～17：15まで
「女性の人権ホットライン」
電話番号 0570-070-810　 受付時間 平日８：30～17：15まで
※上記３つの窓口については、大津地方法務局に繋がり、法務局職員または人権擁護委員が対応します。

「人権擁護委員による相談」
電話番号 077-528-2791
受付時間 第１火曜日（祝日、年始を除く）13：00～15：30まで
「大津市男女共同参画センターの相談」
電話相談 毎週木曜日（祝日を除く）10：00～16：00まで
　　　　 相談専用ダイヤル 077-527-5508

人権イメージキャラクター
人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

大
津
市
人
権
講
座
日
程

お
電
話
に
よ
る
人
権
相
談
窓
口

面
談
に
よ
る
人
権
相
談
窓
口

「人権擁護委員による相談」
受付日時 第３火曜日（祝日を除く）13：00～15：30まで
　　　　 第５火曜日（祝日を除く）10：00～11：30まで
相談場所 大津市浜大津四丁目１番１号 明日都浜大津１階
　　　　 大津市 人権・男女共同参画課 相談室
問合せ先 077-528-2791（大津市 人権・男女共同参画課）
「大津市男女共同参画センターの相談
　　（大津市が委託している専門の相談員）」
面接相談 毎週月曜日（祝日を除く）13：00～16：00まで
　　　　 毎週金曜日（祝日を除く）９：30～12：30まで
　　　　 予約ダイヤル 077-528-2615

1

演題 映画「破戒～この戒めを破り、明日を生きる～」
講師 映画上映
日時 ８月27日（火）14：00～16：00まで
場所 生涯学習センター大ホール

2

演題 「（仮）診察現場から見た認知症～専門医への受診～」
講師 認知症疾患医療センター 医療法人社団瀬田川病院 院長 青木 浄亮 氏
日時 ９月23日（祝・月）13：40～15：00まで
場所 生涯学習センター大ホール

3

大津市　教育委員会事務局　生涯学習課
TEL：528-2635　FAX：523-5735
Mail：otsu2403@city.otsu.lg.jp

申込方法

ご
意
見
や
ご
感
想
は

　

〒
５
２
０-

０
０
４
７

　
　

（
大
津
市
浜
大
津
四
丁
目
１-

１
明
日
都
浜
大
津
１
階
）

　

大
津
市 

政
策
調
整
部 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

（
☎
５
２
８-

２
７
９
１
）
ま
で

☆人権擁護委員とは…
　人権擁護委員はその職務について法務大臣から委嘱
された方々で、人権啓発活動や人権相談などを通じて
地域で様々な人権擁護活動に取り組んでおられます。

前号（令和６年３月15日号・№121）１頁「わたしと
人権」ポスターの部ふれあい賞入賞者の氏名に誤りが
ありました。
正しくは次のとおりです。お詫びして訂正いたします。

誤：西山智絋さん  →  正：　山智紘さん

◆ お詫びと訂正 ◆

※大津市 人権・男女共同参画課に繋がり、
　人権擁護委員が対応します。

※大津市が委託している
　専門の相談員が対応します。

事前予約が
必要です。

問合せ
申込先

人権に関する相談窓口のご案内

大津市人権講座のご案内

輝きびと●４




